
シーケンス制御職種（シーケンス制御作業）に関する

受検資格等の取扱いについて

『シーケンス制御職種（シーケンス制御作業）』は、令和５年度に新規職種として設置

されました。そのため、令和４年度までの『電気機器組立て職種（シーケンス制御作業）』

の合格者（技能士、実技のみ合格又は学科のみ合格の方）について、次のとおり取扱いが

変更されていますので、ご注意ください。

◆ 技能士（１級、２級又は３級の合格証書の交付を受けている方）

①電気機器組立て職種（シーケンス制御作業）に合格していても、シーケンス制御職種

（シーケンス制御作業）に合格しているとはみなされません。

②上位級を下位級の技能士合格による実務経験年数の短縮で受検申請する場合、電気機

器組立て職種（シーケンス制御作業）の下位級合格は、シーケンス制御職種（シーケン

ス制御作業）の上位級受検に際して実務経験の年数短縮は該当しません。

③電気機器組立て職種（シーケンス制御作業）の合格者は、Ｄ区分申請（実技・学科両

方免除の申請）をすることで、同じ等級のシーケンス制御職種（シーケンス制御作業）

について技能士合格となり、新たに合格証書が交付されます。

④令和１１年度に新設が予定されている特級シーケンス制御職種の受検にあたっては、

１級シーケンス制御職種合格後５年の実務経験が必要となります。１級電気機器組立て

職種（シーケンス制御作業）合格後の実務経験では、受検することができません。

【重要】実務経験年数等の起算日は、シーケンス制御職種（シーケンス制御作業）の

合格日［合格証書に記載の交付年月日］です。

◆ 片側合格（実技のみ合格又は学科のみ合格の方）

①経過措置により、電気機器組立て職種（シーケンス制御作業）の片側合格は、シーケ

ンス制御職種（シーケンス制御作業）の同じ等級を受検申請するときに、当該する試験

の免除資格として認められます。

②電気機器組立て職種（シーケンス制御作業）の片側合格が下位級の合格による実務経

験年数の短縮による受検資格だった方については、シーケンス制御職種（シーケンス制

御作業）の受検申請にあたり、通算の実務経験年数などにより受検資格要件を満たして

いるかどうか、確認をお願いします。

● ご不明な点はお問い合せください。
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